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②

注：①の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注1：①の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注2：年齢32-35歳の該当者は4人のため、当該個人にかかる情報が特定されるおそれのあることから、

第1四分位及び第3四分位については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員、再雇用職員及び年俸制適用者を除く。以下、④まで同じ。〕

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人千円

0

20

40

60

80

100

120

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円

10



注：①の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、④まで同じ。

③

（事務職員）

平均
人 歳 千円

部長 8 54.9 9,100 11,670 ～　7,595

課長 28 53.9 7,727 9,525 ～　6,458

課長補佐 59 51.3 6,811 9,927 ～　5,946

係長 158 44.0 5,945 7,339 ～　4,694

主任 70 40.9 5,320 6,965 ～　4,376

係員 109 32.5 4,556 5,481 ～　3,860

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 247 56.6 10,263 14,516 ～　8,148

准教授 171 50.9 8,556 10,527 ～　6,783

講師 40 50.4 8,095 9,287 ～　6,917

助教 48 47.5 6,827 7,581 ～　5,968

助手 1

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

千円

注1：助手の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、平均年齢及び年
間給与額は表示していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
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（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1

副看護部長 4 54.0 7,437

看護師長 29 53.8 6,860 7,403 ～　6,159

副看護師長 75 45.9 6,222 6,912 ～　5,229

看護師 483 34.7 5,310 6,667 ～　4,488

准看護師 1

④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

53.6 53.5 53.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.4 46.5 46.4

％ ％ ％

         最高～最低 53.9～43.3 53.8～43.0 53.8～43.4

％ ％ ％

55 54.7 54.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45 45.3 45.1

％ ％ ％

         最高～最低 53.3～41.3 56.0～42.3 54.7～42.2

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

53.3 53.2 53.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.7 46.8 46.8

％ ％ ％

         最高～最低 56.7～43.4 56.5～43.6 56.6～43.5

％ ％ ％

55.2 55.1 55.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.8 44.9 44.9

％ ％ ％

         最高～最低 53.9～42.4 53.6～42.6 53.7～42.5

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

注1：看護部長及び准看護師の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれが
あることから、平均年齢及び年間給与額は表示していない。

注2：副看護部長の該当者は4人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることか
ら、年間給与額の最高及び最低は記載しない。

賞与（令和６年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））
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（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

49.1 50.1 49.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 50.9 49.9 50.4

％ ％ ％

         最高～最低 53.9～47.3 53.8～45.2 53.8～46.2

％ ％ ％

55.1 54.9 55.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.9 45.1 45.0

％ ％ ％

         最高～最低 47.3～41.7 47.4～41.9 47.4～41.8

３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案　　　　　　　　　83．1
・年齢・地域勘案　　　　 　91．4
・年齢・学歴勘案　　 　　　82．6
・年齢・地域・学歴勘案　　91．1
（参考）対他法人　　   　　96.7

　給与水準の妥当性の
　検証

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

（法人の検証結果）
　【国からの財政支出について】
　　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　23.1％
　（国からの財政支出額　15,699百万円、支出予算の総額　67,868百万円
　：令和6年度予算）
　【検証結果】
　　本学における国からの財政支出額は100億円を上回っているが、
   対国家公務員指数は100未満であり、累積欠損もないことから、
   適正な給与水準であると考えられる。

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

講ずる措置
　対国家公務員指数ならびに参考指数はいずれも100以下であり、文部科
学大臣からの検証結果も適正であるということから、今後も適正な給与水準
の維持に努める。

（文部科学大臣の検証結果）
　法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業
員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
　当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給
与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、
適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に
努めていただきたい。
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○医療職員（病院看護師）

・年齢勘案　　　　　　　　　96.7
・年齢・地域勘案　　　　 　97．7
・年齢・学歴勘案　　 　　　96．5
・年齢・地域・学歴勘案　　97．7
（参考）対他法人　　   　　98.3

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　91.4

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和６年度の

　　　教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指標である。

４　モデル給与

【事務・技術職員】
○　22歳（大卒初任給）
　月額　220,000円　年間給与　3,318,400円
○　35歳（主任）
　月額　298,668円　年間給与　5,038,385円
○　50歳（副課長）
　月額　382,698円　年間給与　6,530,826円

【教育職員（大学教員）】
○　27歳（博士修了初任給）
　月額　323,600円　年間給与　4,878,890円
○　35歳（助教）
　月額　352,431円　年間給与　5,934,281円
○　50歳（教授）
　月額　495,147円　年間給与　8,577,671円

※扶養親族がいる場合には、扶養親族手当（配偶者6,500円（教授の場合は3,500円）、子１人
につき10,000円）を支給

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
　【国からの財政支出について】
　　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　23.1％
　（国からの財政支出額　15,699百万円、支出予算の総額　67,868百万円
　：令和6年度予算）
　【検証結果】
　　本学における国からの財政支出額は100億円を上回っているが、
   対国家公務員指数は100未満であり、累積欠損もないことから、
   適正な給与水準であると考えられる。

講ずる措置
　対国家公務員指数ならびに参考指数はいずれも100以下であり、文部科
学大臣からの検証結果も適正であるということから、今後も適正な給与水準
の維持に努める。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

（文部科学大臣の検証結果）
　法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業
員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
　当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給
与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、
適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に
努めていただきたい。
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５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

Ⅲ　総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

　当法人が独自に定める勤務評定制度による個別評価に基づき、当該評価の結果を勤勉手当
（賞与）の支給率決定、査定昇給による昇給幅の決定、昇格並びに降格の実施の可否に反映さ
せている。

給与種目 制度の内容

 賞与：勤勉手当（査定分）
６月１日及び１２月１日の各基準日に在職する職員に対し、基準日以
前６箇月以内の期間における個々の勤務成績に応じた割合によっ
て支給される。

 基本給：昇給（査定分）

原則として現在の基本給を受けた日から１２箇月間良好な成績で勤
務した時、４号給上位の号給に昇給させることができる。勤務成績が
極めて良好な職員及び特に良好な職員については、前述にかかわ
らず各々の昇給区分に応じ上位の号給に昇給させることができる。

基本給：昇格

特に勤務成績が優秀な者のうち、当法人就業規則に定める昇進をし
た者及び当法人が独自に定める基準に該当する者について、同人
の職務の級を、同一の基本給表における上位の職務の級に変更す
ることができる。

基本給：降格

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

退職手当支給額
1,132,859 759,880 1,198,349

福利厚生費
3,260,502 3,368,598 3,444,507

非常勤役職員等給与
7,800,428 8,145,990 8,679,555

最広義人件費
26,274,724 26,536,240 28,051,326

区　　分

給与、報酬等支給総額
14,080,933 14,261,770 14,728,913

勤務成績が著しく不良である場合等当法人就業規則に定める降職
させるに充分な要件を満たした者について、同人の職務の級を、同
一の基本給表における下位の職務の級に変更することができる。

　なお、年俸制が適用される大学教員に対しては、学長等による個別評価面談又は教員業績
評価の結果に応じて業績給を決定することとしている。
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総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

○「給与、報酬等支給総額（A）」の増減の主な要因（対前年度比3.2％の増）
　・令和６年人事院勧告に伴い基本給の引き上げを行ったため
　・常勤監事の着任及び役員報酬の増額改定を行ったため
○「退職手当支給額（B）」の増減の主な要因（対前年度比57.7％の増）
　・定年等による教職員退職者が前年度より増加したため
○「非常勤役職員等給与（C）」の増減の主な要因（対前年度比6.5％の増）
　・非常勤職員の単価改定により、非常勤職員の基本給が上昇したため
　・非常勤給与支給人員が増加したため
○「福利厚生費（D）」の増減の主な要因（対前年度比2.2％の増）
　・令和６年人事院勧告に伴う給与支給額が増加したため
○その他
　・「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、
　役職員に係る退職手当の支給率について、以下のとおり引下げを実施している。
　　＊役員退職手当　平成30年1月1日から、100分の87から100分の83.7に引下げ
　　＊職員退職手当　平成30年4月1日から、100分の87から100分の83.7に引下げ
　職員退職手当支給率の引下げを平成30年4月1日から実施としたことは、教職員及び教職員
組合の理解を得るために時間をかける必要があったこと、年度途中の引下げは、中途退職を
希望する教職員が生ずる懸念や当法人業務等に支障が生ずる可能性があったこと及び激変
緩和の観点によるものである。

特になし

　国家公務員法等の一部を改正する法律（令和３年法律第61号）を踏まえて事務・技術職員及び医療
職員等の定年年齢を令和５年度においては61歳、その後２年に１歳ずつ段階的に引き上げ，令和13年
度に定年65歳となるよう引き上げを行った。定年年齢の引き上げに伴い、管理監督職の職員は60歳の
誕生日以降の最初の４月１日（特定日）に他の職（管理監督職以外の職）に異動（降職）する制度を設け
ているほか、職員の基本給月額について、特定日以降、その者に適用される基本給表の職務の級及び
号給に応じた額に、７割を乗じて得た額とすることとした。なお、役職定年により降職を伴う異動をした職
員の基本給月額は、異動前の基本給月額の７割水準となる。
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